
 

アイドリングストップ支援機器導入促進助成金交付要綱 

公益社団法人北海道トラック協会 

 

（事業趣旨） 

第１条   公益社団法人北海道トラック協会（以下「北ト協」という。）は、自動車排出ガ 

       スによる大都市地域を中心とした大気汚染状況の厳しい地域では、自動車ＮＯx・ 

       ＰＭ法の窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域（以下「対策地域」とい

う。）に指定され、排出抑制が進められており対策地域を運行する車両のみならず、

それ以外の地域でも環境に配慮した運行が求められているため、第３条で規定する

機器を導入した北ト協会員事業者（以下「会員」という。）に対して助成すること

とし、もってエコドライブを推進することを目的とする。 

 

（交付対象） 

第２条 交付対象者は申請時に会員であり、会費未納等が無い者とする。 

    但し、年度途中に入会した会員については、入会日以降に購入したものを助成対

象とする。 

２ 交付対象車両は会員が保有し、北海道内の地区トラック協会（以下「地区ト協」とい

う。）に所属する営業用貨物自動車とする。 

 

（助成対象機器） 

第３条 トラックに装着した全ト協が定める次の品目のみを対象とする。 

エアヒーター、車載バッテリー式冷房装置 

       ただし、次の場合は助成対象外とする。 

（１）当該機器が標準装備車の場合 

（２）中古品・レンタル品並び本体以外のオプション品 

（３）国から補助金が交付された機器 

 

２ 前項で定めた機器は、令和６年４月１日から令和７年３月２１日の間に、購入及び装

着支払いが完了したものを助成対象とする。 

 

（助成額） 

第４条 助成金の交付額は、地方ト協会員事業者（以下「事業者」という。）が当該年度

に新たに装置を導入した場合、装置の取得価格（税抜）の２分の１（上限４万

円）の助成額を交付する。 

 

（助成上限） 

第５条 本事業の助成上限は、会員１事業所につき２台までとする。 

 

 

 

 



 

（助成金の請求） 

第６条  

会員は、助成金の交付を希望する場合、北ト協に必要事項を記入した以下の書

類を提出しなければならない。 

（１） 北ト協で定めた各様式 

 （ⅰ） 様式１「アイドリングストップ支援機器実績報告書（兼助成金交付請求書）」 

 （ⅱ） 様式１の２「アイドリングストップ支援機器導入促進助成金交付内訳書」 

（２） 添付書類 

  （ⅰ） 助成対象機器の取得価格がわかる書類の写し（納品書・請求書等） 

    ※ 記載されている品目が「車両全体」「セット・一式」等、助成対象機器の取

得価格が明白ではない書類の場合は、当該機器の販売会社等へこれのわかる書

類の発行を依頼し、あわせて添付する。 

 （ⅱ） 助成対象機器の支払いを会員事業所で完了していることがわかる書類の写し 

（領収書・割賦販売契約証等） 

    ※ リース契約の場合はリース契約書の写しを提出する。但し、自動車登録番号

（ナンバー）の記載がない場合は、それを確認できるリース会社から発行され

た書類の写し（借受証やリース自動車検収完了証等）をあわせて添付する。 

２ 北ト協は、会員の助成金請求を受付ける際、必要に応じて、当該会員に対し指定した

書類の提出を求めることができる。 

 

（請求期限） 

第７条 請求期限は、令和７年３月２１日までとする。  

２ 前項で定める期間内であっても、本事業の予算に達した場合、その時点で受付を終了

するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第８条  北ト協は、請求を受付助成金交付条件に適合すると認めたとき、会員に対して交

付決定を行い、助成金を交付する。 

２ 前項に係わり、助成金の交付を受けられなかった会員の不利益等に対する責任は、北

ト協はこれを負わない。 

 

（助成金の返還） 

第９条 北ト協は、次のいずれかに該当するとき、会員に対し既に交付した助成金の全部

もしくは一部の返還を命じることができる。 

（１） この要綱その他北ト協が定める事項に違反したとき 

（２） 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき 

２ 前項の規定により返還を命じられた会員については、北ト協が行う助成事業すべてに

係わる請求は、原則として当分の間、これを受付又は交付決定を行わない。 

 

（機器の処分制限） 

第１０条 会員は、助成対象の機器を導入の日から起算して１年を経過するまでの期間、

譲渡、交換、廃棄、貸付、又は担保に供してはならない。 



 

 

（その他必要な事項） 

第１１条  この要綱に定めるもののほか、本事業に関するその他の必要事項は、北ト協が

これを定める。 

 

（附則）（平成２９年４月１日） 

第１条 本要綱は平成２９年４月１日より施行する。 

 

（附則）（平成３０年４月１日） 

第１条 本要綱は平成３０年４月１日より施行する。 

 

（附則）（２０１９年４月１日） 

第１条 本要綱は２０１９年４月１日より施行する。 

 

（附則）（令和２年３月２４日） 

第１条 本要綱は令和２年４月１日より施行する。 

 

（附則）（令和３年３月２３日） 

第１条 本要綱は令和３年４月１日より施行する。 

 

（附則）（令和４年３月２４日） 

第１条 本要綱は令和４年４月１日より施行する。 

 

（附則）（令和５年３月２４日） 

第１条 本要綱は令和５年４月１日より施行する。 

 

（附則）（令和６年３月２６日） 

第１条 本要綱は令和６年４月１日より施行する。 

 


